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ウクライナ語≪ridnamova≫ が意味するもの＊

メ木裕子＊＊
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151 

y IIHTaHHI BH3Ha'leHH月 Harrp月MYMOBHOI IIOJIITHKH B Kpamax Ha IIOCTpa双月HCbKOMY

rrpocTopi, BeJIHKe 3HatJeHH只 Ha几aeTbCJIrri八cyMKaMrreperrncy HaceneHH只， 30KpeMaKaTeropi'i 

≪pl且HaMOBa≫. 

B YKpa'iHi≪pinHa MoBa≫ 巾irypyey BceyKpaiHcbKoMy rreperrnci HaceneHHll 2001 poKy. 3a 

pe3yJibTaTaMH rreperrncy 69% rpoMa邸 HYKpai0HH BBa)!(ae CB0€IO pi且HOIOMOBOIO yKpa!HCbKy. 

IlpoTe, He 3po3yMino, 月Ki3Ha'leHH月 MaeBMpa3≪pi且HaMOBa≫i只KiH巾OpMaHTHp03yMiIOTb [¥e 

CJIOBOCIIOJIY'leHHll. ApeJib no只CHHB,11(0 yKpa°iHCbK雌 BHpa3≪pi且HaMOBa≫i aHfJI泊CbKe≪mother

tongue≫He piBH03Ha'lHi IIOH只TTJI:≪mother tongue≫BKa3ye MOBy, Ha月KillJIIOAifHa p03MOBJI皿 a

. 6 B且HTHHCTBI,a O MOBY, 月KOIOBOJIOA1€ HaHKpame, TOAi月K≪pl且HaMOBa≫TJiyMa'lHTI心!6iJiblll邪

MOBa CB0€1 Hal.¥iOH皿 HocTi (Bnpa3 ApeJIJI≪native language≫). 

MeTOIO 1.\1€1 CTaTTI e BHB'leHH月 3Ha'leHb,月KlBKJIIO'lae BHpa3≪plAHa MOBa≫I aHaJil3 

rnyMa'leHb皿oroBHpa3y iH巾opMaHTaMH,Ha OCHOBi KaTeropi社， 3arrpOIIOHOBaHHXApeneM. 

八邸 TOfO,11(06 BH3Ha'lHTH KOHKpeTHi 3Ha'leHH只 BHpa3y≪pinHaMOBa≫, aBTOp aHanhye 

TeKCTH piIIIeHb KoHCTHT)'l.¥i珈 oroCyny, 3aKoHy≪rrpo MOBH B匹 pa!HCbKi社PCP≫,rrpoToKon 

rrapnaMeHTCbKOro cnyxaHHJI≪Ilpo中YHKl.¥iOHyBaHHllyKpa!HCbKOl MOBH B匹 pai:面≫'aTaKO)!(TeK-

CTH b 3MI. 

Y TeKcrnx piIIIeHb KoHCTHTYl.¥iHHoro Cyny i 3aKoHiB≪pi八HaMOBa≫BKa3ye JIHIIIe Ha MOBH 

Ha[¥!OH釦IbHHXMeHIIIHH I BHKOpHCTOBY€TbCll B KOHTeKCTI 3aXHCTY rrpaB l.¥HX MeHIIIHH Ha PIAHY 

MOBy. B皿OMYBHIIaAKY MOBa, Il03Ha'leHa只!(≪pinHaMOBa»'rrpOTHCTaBJI只€TbC只 nep)!(aBHiH MOBi 

-yKpa°iHCbKi註. 3 iHIIIOfO 6oKy, BHpa3≪pi八HaMOBa≫B TeKcTax rrpOTOI<OJIY rrapnaMeHTCbKOfO 

cnyxaHH月 BHKOpHCTOBY€TbCll y 3Ha'leHHi: ≪yKpaYHCbKa MOBa≫. Y l.¥HX TeKCTaX≪pinHa MOBa≫Mae 

3Ha'leHHJI, 只KeHe CIIOCTep1raeTbC只BTeKCTax plIIIeHb I 3aKOH!B. 

ToMy MO)!(Ha CKa3aTH, 11(0 BHpa3y≪pinHa MOBa≫rrpHB'只3YIOTbC叩 lBarrpoTHJie)KHi 3Ha'leH皿．

* Il(o 03Haqae≪pi11Ha Moaa≫B匹 pat頂?(CIMEKI lOKo, SHIMEK! Yuko) 
＊＊大阪大学大学院言語文化研究科博士後期課程
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IIepIIIe 3HaqeH碑，只KB TeKCTaX plIIIeHb l 3aKOHlB, B11KOp11CTOBY€ThC只 Ha IlpOTHBary yKpalHChK111 

MOBi八JI只3ax11cTyMOBHl1X rrpaB MeHIIIHH; ,upyre -只KB TeKCTaX IlpOTOKOJIY, B11KOpHCTOBY€ThC只

邸 plKaBOIOハJI只3MiuHeHH只crnzycyyKpa!HChKOI MOBH只Kpi,uHoY. Ui ,[(Ba rrpoT皿 el!rni3HaqeHH只

Bi1pa3y≪pi江HaMOBa≫B血6palKalOTh且BirrpornJielKHi MOB Hi IlOJiiTl1Kl1 B y Kpa面： 0江Ha-3ax11cT i 

p03B11TOK ,ueplKaBHOl MOBl1, ,upyra -rrp1111H51TT月MOBHOlpl3HOMaHlTHOCTl. 

1. はじめに

帝政ロシア、ソ連時代から現在にいたるまで旧ソ連圏で実施されている国勢調査では

殆どの場合「母語」を問う項目が設けられている］）。その結果は人々がどれほど「ロシ

ア語化された」のか、あるいは「ロシア語離れが進んだ」のかといった観点から言語状

況の変化を判断するために重要な役割を果たしてきた。しかし、この「母語」という日

本語に訳されるロシア語<rodnoi iazyk >やウクライナ語<ridna mova >が具体的に

何を意味するかははっきりしておらず、この曖昧さはソ連時代から指摘されており、

1920年以降の国勢調査では「母語」として「回答者の家庭で話されている言語」 (1920

年）や「回答者が最もよく身につけているか、普段話している言語」 (1926年）をあげ

るよう説明が加えられている％

ソ連崩壊後、 2002年にロシア連邦で実施された国勢調査の質問項目には「母語」を

問うものはなく、言語関連項目として「ロシア語能力」と「ロシア語以外の言語能力」

が問われた％一方ウクライナでは 2001年に独立後初めて実施された国勢調査におい

てく ridnamova >は質問項目の一つに加えられており 4)、全国民の 67.5%がウクライ

ナ語を<ridna mova >と回答した 5)。ウクライナ語「母語話者」の存在が官公庁、教

育、マスメデイア等におけるウクライナ語化推進の基盤となっている一方で、その多く

がロシア語を<ridna mova >とする非ウクライナ語「母語話者」の存在はウクライナ

におけるロシア語の地位をめぐる論争を引き起こすものとなったのである。このように

現代ウクライナにおいてく ridnamova >という設問の結果は政策方針を決定する上で

重要な論拠になりうるものであり、後の言語政策に多大な影響を与えていると考えられ

I}国勢調査で問われる言語関連項目は「母語」「使用」「能力」の 3つに分類できる (Fasold(1984) pp.113-
120)。しかし、旧ソ連圏においてはほぼ「母語」のみが重要視されてきたといえる。
2)渋谷謙次郎 (2007)177頁。
:J} 2002年ロシア国勢調査の言語関連項目をめぐる問題については渋谷 (2007)199-203頁参照。
4J 2001年ウクライナ国勢調査の<:ridna mova >の補足説明には「自分でくridnamova」と考える言語を
提示し、まだ話せない子供に関しては両親が判断する」とあるが、その<:ridna mova >としてどのよう
なものを自己申告すべきかは指示されていない。ウクライナ 2001年度国政調査結果 HP
(http:/ /¥vww.ukcensus.2"ov.ua/ 2007年12月15日閲覧）参照。
5)全人口におけるウクライナ人の割合は77.8%、ウクライナ人のうちウクライナ語を<:ridna mova >と
しているのが85.2%、ロシア語を<ridna mova >としているのが 14.8%であった。
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る。

それにも拘らずこの<ridna mova >という概念が具体的に何を意味しているのか明

確にされることなく用いられている。よって本稿は現代ウクライナにおいてく ridna

mova>がどのような具体的意味内容を有するかを分析しようとするものである。

2. 「母語」に関する先行研究とく~ridna mova≫ の特殊性

Skutnabb-Kangasによると、ある人間が「母語」を有していると言ったときには「第

一言語」という 1つの解釈（「母語」は 1つ）に限られるのではなく「出自」「駆使能力」

「機能・使用」「アイデンテイティ」という複数の解釈の可能性（「母語」が複数である

可能性）があるという叫しかし旧ソ連圏における国勢調査では「母語」として複数の

言語を選択することができないため、少なくとも国勢調査では「母語」が各人一言語に

限定される。この Skutnabb-Kangasの「母語」解釈に従えば、<ridna mova >ゃ

< rodnoi iazyk >の意味を問う際には特別な配慮が必要となる。
Arelは、一般的に「母語」 "mothertongue"が最初に習得した言語または最もよく習

得している言語であると理解されているのに対し、 ロシア語の<rodnoi iazyk >ゃゥ

クライナ語の<ridna mova >はナショナリティの言語を連想させるものでこれを

"mother tongue"とは別のものである "nativelanguage"とした。つまり旧ソ連圏の国

勢調査は「母語」として "mothertongue"ではなく "nativelanguage"を質問してお

り、また回答する側も "nativelanguage"を自己提示していると分析する。ウクライナ

語のく ridnamova >を直接扱うものではないが、同じ東スラプ語であるロシア語の

< rodnoi iazyk >が民族的な自己認識を表すというグボグロやメチコフスカヤの議論も
Arelの "nativelanguage"という解釈にあてはまるものである 7)o Arelはここから「国

勢調査で実際に得られるのは［調査者によって設定された］カテゴリーに応じた好ましい

データ」であり、「国勢調査の質問は言語政策への国民投票の意味をもつものであり、

公的な場の使用における言語管理をどう立案するために使用するか、という風に解釈さ

れる」と指摘し「母語」にまつわる政治性を問題視している（［］内は筆者による加築） 9)。

本稿ではArelによる「母語」の二つの下位分類を発展させ、 "mothertongue"を個人

的な「母語」解釈、 "nativelanguage"を集団に帰属する「母語」解釈と捉えたい。

集団に帰属する「母語」として "nativelanguage"を捉えた場合、ウクライナ語の

61 Skutnabb-Kangas,T. and Phillipson. R. (1989) p.453. 
7)乃60訊oM.H. (1998) C.189, MeoKOBCK邸 H.E.(1994) C.308. 
81'nationality'の直訳となるロシア語<HaUHOHaJibHOCTb >ゃウクライナ語<HauioHaJibHicTb >は主に民族
的系統を示すものとして用いられていたが近年は「国民」を意味しうるものとなっているため、解釈に
曖昧さがつきまとう。ここでは混乱を避けるため「エスニック」「シヴィック」という語を採用する。
91 Arel, D. (2002) pp.238-243. 
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表1 先行研究で扱われた「母語」の意味内容とく~ridna mova≫ の意味内容

Skutnabb Arel < ridna mova > 
-I<angas の実際の意味

個人のもの first （第ー百語） :r:x~ "tom如o~1" r () language 
集団のもの"エスニック native （民族語） " nati. ve 

集団 language 
(-~~ ごfこk,
ridna mova) 

シヴィック national （国語）
:r~ 悶□ぷ:~~·集団 language 

< ridna mova >とロシア語の<rodnoi iazyk >の意味内容に若干の相違があることに
留意する必要があるだろう。ウクライナにおいてく ridnamova >ということばは初等

中等教育における「国語」として教科名にも採用されていることから、ロシア語の

< rodnoi iazyk >が示しうるロシア民族色よりもウクライナ語のく ridnamova >が示
しうるウクライナ色の方が強いと考えられる 10)。よってく ridnamova >の意味内容は

個人のものである "mothertongue"と集団のものである"nativelanguage"という二分類

に留まらず、集団に帰属する「母語」解釈はエスニックなものとシヴィックなものに下

位分類が可能である、という仮説を立てることにする（表1)。

次節では<ridna mova >が具体的に何を意味しうるものであるかを明らかにするた

めに、また<ridna mova >の意味の三分類という仮説を確認するために、法文及び憲

法裁判所の判決文、国会公聴会議事録、マスメデイアのテクストを資料として用いて、

それぞれのテクストにおいてどのような意味で用いられているかみていこう。

3. テクストでみられる≪ridnamova≫ 

まず、法文及び判決文における<ridna mova >という語はどのように用いられてい

るであろうか。 1996年に採択された憲法の条文には<ridna mova >という語は用いら

れていないが、 1999年の憲法裁判所判決、 1989年採択の言語法、 1991年採択の教育法、

1992年採択の少数民族法等の法律ではその使用が確認できる。

［引用 1]q aCTHHa rr .!!Ta CTaTTi 53 KoHCTHTYIIII YKpai'HH MICTHTh IIOJIO)KCHH只， 3fl且HO3 

只KHMrpoMa八月HaM,只KlHaJie)KaTb)],0 HaIIIOHaJibHHX MCHIIIHH, Bl八IIOBI互HO八o3aKoHy 

rapaHTYE:ThC月囚迫胆HaHaBqaHH.!I pi.u;HOlO MOBOlO咄 HaB!fBqeHH.!I pi,l.lHo'i MOBH.11) 

JO)ロシア語では初等中等教育における教科名は<rodnaia rech >ということばが採用されており、国勢
調査等で用いられる「母語」<rodnoi iazyk >とは異なる。
］］）以降引用文に限りキリル文字を翻字しない。引用文の強調は箪者による。



メ木裕子 155 

（憲法53条第5項により少数民族に属するいかなる国民も"ridnamova"による教育

をそして"ridnamova"の学習を享受する権利を保障される 12)。）

［引用 2]

IlpH p03rJI月瓜 BcyAaX KpHMiHaJihHHX i~HBiJihHiX CIIpaB oco6aM, 月Ki6epyTh yqacTh y 

CIIpasi i He BOJIO瓜!OThMOBO!O cy且0咄 HCTBa,3a6e31Ieqy€ThCJ! 囚坦胆 03Ha甘OMJieHH月 3

MaTepianaMH CIIpaBH, yqacTh y CYAOBHX瓜iJixqepe3 IIepe皿 aA四 a,山迫胆 BMC巧IIaTHB cy瓜

pt,11,HOIO MOBOIO. 

（民事裁判および刑事裁判の審理に際して用いられる言語を習得していない訴訟参

加者には通訳を通し訴訟の資料を閲覧し裁判に参加する権利、および法廷で "ridna

mova"で発言する権利が保障されている 13)。）

これらの例にみられるように、法文や判決文で用いられる<ridna mova >は「個人

の」言語権を保障するという文脈で用いられており、その根拠となりうる「少数民族」

の「第一言語」を意味し、下線を引いた<natsional'na menshina >「少数民族」や

< pravo >「権利」といったことばと共に用いられている。すなわち、この<ridna 
mova>が意味するのは非ウクライナ語に限定されており、<derzjavna mova >「国家

語」であるウクライナ語と対峙していることが指摘できよう。このように法文や判決文

を見る限りでは、<ridna mova >は非ウクライナ語を意味する「個人の」もので、そ

れは「国家語」であるウクライナ語と相対するという図式が見出される 14)。

一方、法文と同様に言語政策に直接関わるテクストであっても、国会で開催された公

聴会の議事録では別の語義の<ridna mova >が用いられている。以下は 2003年3月

12日に開かれた「ウクライナにおけるウクライナ語の機能化に関する公聴会」 15)の議

事録からの引用である。

［引用 3]XBHJ110BaHH只 BUhOMY a11nati:KY -ue BH只aTyp6oTH npo pi,n; 町 MOBY,6碑 aHH只

6 ・16)3aXHCTHTH HaH瓜opO)KqJ,!J,!C!<ap HalllOI且yxoBHOCTl.

12)ウクライナ憲法裁判所 1999年12月14日判決 ("PiweH暉 KoHCTHT)'UiiiHoroCy且yYKpatHH No 10-prr ni.n 
14.12.1999.") より抜粋。
13)言語法 (3aKOHYKpa!HChKOi Pa邸 HChKOlCoui皿icT皿 HO!Pecrry6JiiKH "ITpo MOBH a欧 patHChKiiiPCP", 1989年
10月28日採択）第 18条より抜粋。
14)紙幅の関係からここでは少数の例のみをあげるが、管見の限り他の法文、判決文でもこの結論に反す
る例は見出せなかった。
JS) ITapJiaMeHTChKi CJiyxaHHJI "ITpo巾YHKUioHyBaHHJIyKpai0HChKOl MOBH B欧 paYHi".議事録は 06epelKHO-MOBa! 
ITapJiaMeHTChKe BH)1aBH皿TBO,2003. として出版されている。
16l 06epelKHO -Mona! C.27, l.J: 瞑 I.e.の発言。
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（不安材料となるのは"ridnamova"に対する関心事が表出することであり、これは

我々の精神性の最も大切な宝物を確かなものにしようとするものなのである。）

［引用 4]KpiM Toro, 只KIUOlllKOllll 3 yゅaIHCbKO!OMOBO!O HaBqaHH只TaBHIUI HaBq皿 bHI3aK-

na皿 BuinoMy 3afie3rreqeHi rri八PY咄 HKaMH3 pi,!l;Ho'i MOBH, niTepaTypH, icrnpi"i YKpa"iHH, TO 

邸月KHXlHlllllX皿 CUHIInIH6paKy€, I HeraTHBHO II03Haqa€TbC只 Ha HaBqa耶 HOMYrrpouec1. ・17)

（加えて、 "ridnamova" (「国語」）や文学、ウクライナ史の教科書の完全な保障の

もとで、数学や物理といった科目のウクライナ語の教科書が欠乏しているとすると、

このことは学習プロセスの中で否定的に捉えられている）

この公聴会の議事録では<ridna mova :>は「ウクライナ語」を指す概念として代用

されている。そのため「国家語」や「国語」「基幹民族語」として用いられることが多

く、法文でみられた非ウクライナ語である「少数民族」の「第一言語」を意味しうるも

のは皆無である 18)0 

それではマスメデイアのテクストにおいてはどのような意味内容がみられるのであろ

うか。莫大な資料の中から特にインターネット上で閲覧可能である "Ukrains'kaPravda" 

の記事36本とラジオ放送‘、RadioSvoboda"の要約記事41本を意味内容の概観のために

用いる叫

［引用 5] 吋 6 ?" - HM BaM ITO瓜0aE:ThC5! YKpa!HCbKa MOBa. -IIOI.¥!KaB皿 ach5l y llIKO邸 poK.

-ToMy, mo 11e Ha11Ia pi皿aMOBa. EaThKH MOI Te)!(xoqyTh, mo6只3HaJiaHe TiJihKH 

pOC!HChKY, a YKpa!HCbKY MOBy. 20) 

（一どうしてウクライナ語が好きなの？ わたしはその生徒達にきいてみました。

ーだってそれは私達の "ridnamova"だから。両親もわたしがロシア語だけじゃなく

ウクライナ語もできるようにと望んでいるし。）

［引用 6)CKJI皿 HeIIllTaHH月皿只 MeHe,TOMY mo)lJI只MeHeoco611cTo 3pyqHiIIIe rr11caT11 i 

'71 06epe)!(HO -Mosa! C.27, q眺 LC.の発言。
)8)議事録によると公聴会でくridnamova >は 50回用いられていた。意味内容の内訳は国勢調査等にお
ける質問項目としての「母語」が18回、教科としての「国語」が3回、ウクライナ語を言い換えた「国
家語」や「基幹民族語」が29回である。
'91 "Y KpaYHcbKa Ilpa邸 a"(共産党紙「プラウダ」とは無関係。 http://pravda.eom.ua/),"Pa11io Cso6碩a"
<http://www.radiosvoboda.or1!/)のアーカイプ (2001-2007)で"pi11HaMOBa"の単数・複数形の主格及ぴ斜
格を含む記事を選択し分析に用いた。これらのマスメデイアはどちらも右派左派の別にわけることはで
きないが、「客観的」であろうとする立場という意味では同様である。
201 "TH祖 eHbPerioHiB", "Pa瓜oCao6o仄a",17.01.2004. ranttHa TepemyKとAHHaの会話。
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p03MOBJI只THHa poci社CbK滋月 Hasq皿 ac只 Bpoci社ChKOMOBH泊 llIKOJii,TOMY MeHi 3pyqHiwe 

•v•v T 6 
Ha poclllChKlll. pe a 3BHKaTH瓜0HallIOI 11ep)l(aBHOI p皿 01MOBH, 只TaK11yMa10. 21) 

（わたしには難しい問題です、なぜなら個人的には書くのも会話するのもロシア語

の方が得意だから。わたしはロシア語学校で学んだし、だからロシア語のほうが得

意なのです。わたしたちの国家の"ridnamova"に習熟しないといけないと思いま

す。）

［引用 7)A BTOp Hapo;i:HBC只yKipoBorpa.n:1, lKHBe B KHE:BI. YKpa"iHcbKOIO B KipoBorpa;i:1 He 

p03MOBJI5!!0Tb, TOMY 3 "p~OIO MOBOIO" rrpo6JieMH.22) 

（筆者はキロヴォグラードで生まれキエフに在住している。キロヴォグラードでは

ウクライナ語は耳にしない。よって"ridnamova" [の能力］に問題がある。）

［引用 8]"T aKa CHTyal.(l只MO)l(eHeraTHBHO II03HaqHTHC月 HapeaJII3al.(n rrpaB Ta IHTepecIB 

rpoMa,n:HH, 月Ki血eHTH巾iKyIOTbce6e 3 yKpa!HCTBOM, a Bi八TaKMaIOTb rrpaBO crrpH註MaTH

IHlllOMOBHY KIHOIIpO且YKI.¥IIOpl~OIO MOBOIO'rrepeKOHaH雌 lOII.(eHKo.23) 

（そのような状況は、ウクライナに自分を同一視する、つまり外国映画を "ridna 

mova" で観る権利を有する国民の権利や関心の実現にネガティブな影響を与える

かも知れない、とユーシチェンコは述べている。）

ここでも多くの場合において、<ridna mova >は公聴会議事録でみられたものと同

様に「ウクライナ語」を言い換えたものであり、「ウクライナ国家」や「民族としての

ウクライナ人」「ウクライナ語」を語る文脈で用いられることが多い 24)。一方で引用 9

のように「少数民族語」という用いられ方もみられた。

2Jl、'KOHCTiiTYUl只匹pa!Httl MOBHI npasa: yKpa!Hl(l -Hal(! 月且eplKaBOTBOp'la咄 Hal(rnITl,UITlJibHa? 珈 rapMOHl3yBaTl1
npaso Haui'i i npaso oco6面","Pa.uio Cso6o八a",28.06.2005. インタビューに応える彼女はロシア語で話してい
るため、要約記事はウクライナ語に翻訳されたものである。ラジオで放送されたのは"Ha.uonpttBblKUTb K 
Hawo廿rocyハapcTBeHHOHpi皿o'iMOBH"というロシア語の文章の中にウクライナ語を入れた表現であり、ロ
シア語の≪po皿 oil四 b!K≫を用いていないことから、ウクライナ語の≪pi且HaMOBa≫ がロシア語の≪pO,UHOH
H3bll(≫ とは異なるものとして捉えられていると考えられる。

221 Be;1b6oeelfb C. 06epelKHO: y1<pa"iHCbKa MOBa! // YKpa'iHCbKa Tipas.ua. 21.06.2006. 

231 !OLUeHKO uanttcas珈 YKOB皿 yJlllCTa npo 03BY4KY / / Y Kpa'iHCbKa TI pa邸 a.07.02.2007. 

24)、'YKpa'iHc邸 aTipa邸 a"の対象記事における<ridna mova >の意味内容は、質問項目としての「屏語」が
16回、教科としての「国語」が0回、ウクライナ語を言い換えた「国家語」「民族語」が20回、非ウク
ライナ語である「少数民族言語」を意味するものが7回、ニュートラルな「第一言語」を意味するもの
が5回である。 "Pa且ioCso6皿a"の対象記事では質問項目としての「母語」が28回、教科としての「国語」
が8回、ウクライナ語を言い換えた「国家語」「民族語」が45回、非ウクライナ語である「少数民族言
語」を意味するものが4回、ニュートラルな「第一言語」を意味するものが21回である。
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表 2 実際の使用例における≪ridnamova≫ の意味内容

個人のもの 「第一言語」 個人的なものであり、各言語間の対立に関してニュート

ラルな表現

集団のもの エスニック 「基幹民族語」 ウクライナ民族の「母語」として権威づけられるべき百

集団 語でウクライナ語を指すもの

「少数民族語」 保障されるべき少数民族の「母語」として用いられ、ロ

シア語を含むウクライナ語以外の言語を指すもの

シヴィック 「国語」 小中等教育における科目名、標準ウクライナ語を指すもの

集団 「国家語」 憲法をはじめとする法律で国家の言語として地位が確立

されているものでウクライナ語を指すもの

［引用 9]3a社oroCJlOBaMJi, UliM 3aKOHOnpoeKTOM nepe函aqa€ThC只， lUO Ha 6y且砂KinTep-

liTopiY YKpaYmI, Ae He MeH111e 10% rpoMa且只HBBa)l(aIQTJ, poci社ChKYMOBY piAHOIO, 

pocmc1,Ka MOBa OTJiMa€ CTaTYC pertOHaJIJ,HOl. ・・ 25)

（この法案によると、 10%以上の住民がロシア語を "ridnamova" とするウクライ

ナのいかなる地域もロシア語が地域語という地位を得ることになる。）

ロシア語、クリミア・タタール語等に言及する際にみられるこの意味内容は、法文や

判決文でみられた「少数民族」の「第一言語」を保障する「個人的な」ものとは異なり、

「少数言語母語話者」を集団として扱っていることに注意が必要である。このようにく

ridna mova >が個人のものではなく集団の、民族の、そして国家のものとして語られ

ていることは、引用 5のように<ridna mova >の前に "nasha"(我々の）ということば

が用いられていることからもわかる。

4. 分析と考察

それぞれのテクストでみられた<ridna mova >の主な意味内容をまとめると表2の

ようになる 26)。

4. 1. 言語政策に関わる文書でみられる≪ridnamova≫ 

表 2が示すように<ridna mova >は多義語であるが、その意味内容はテクストによ

り限定されているといえる。法文や判決文においては非ウクライナ語を意味する「少数

民族」の「第一言語」という意味に限定されるが、公聴会の議事録ではウクライナ語を

言い換えた「国語」や「国家語」という意味で用いられていた。これらの意味内容はそ

25)、'Perio1111"3po6J1l!Tb poci恥 KYperiott叫 HOIOMatt)!(e 110 BC泣 YKpa泊i?// YKpa"iHCbKa Ilpa取a.24.11.2006. 
Esre1111甘Ky11111apeBによる発話の引用部分。
26)この表では省略したが、<ridna mova >の概念を考察する記事や、「国際母語の日」に関する記述、
また<ridna mova >という名前の書籍や出版社等もみられる。
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表3 言語政策に関するテクストでみられる
≪ridna mova≫ が有する対立するベクトル

個人のもの

エスニック集団のもの

シヴィック媒団のもの

ウクライナ語を示すもの

第一言語
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れぞれのテクストにおいて固定されており、これらのテクストで用いられる<ridna 

mova>にはその具体的意味内容から表3で示すように対立する 2つの対立するベクト

ルが認められると考えられる。一方は法文及び判決文にみられるように「少数民族語」

を「第一言語」とする者の言語権を国家に対し主張したり国家がそれを補償しようとす

るものであるのに対し、他方は公聴会議事録でみられたように「ウクライナ」や「ウク

ライナ語」への帰属意識を高めるファクターとして用いられるものである。

先述したようにArelは"mothertongue"「第一言語」に加え"nativelanguage"「民族

語」という概念を用いてく ridnamova >を説明するが、この分類のみでは<ridna 

mova>が有するベクトルの対立を捉えるところまで深めることはできない。「民族語」

という意味の<ridna mova >はウクライナ人にとってはウクライナ語でなければなら

ないが、国内の少数民族にとってのそれは自民族語であるべきであり、ウクライナ語と

は対立する。法文や判決文は保障されるべきものとしてのマイノリティーのく ridna

mova>による言語権を唱える結果となっており、ここでは「国家」「ウクライナ民族」

とは反対のベクトルが働いているといえる。しかし、公聴会議事録における<ridna 

mova>は「国家語」であり「国語」であるウクライナ語を保護し、これにより国を統

治しようとするものである 28)。この<ridna mova >が有する 2つのベクトルは、ウク

ライナを含む旧ソ連・東欧地域で進行しているとされる言語状況の多言語化（＝少数言

語の保護）と一言語化（＝国語の保護と発展）という矛盾した動きを示しているともい

えるだろう 29)。

27)言語法で保障されているのは「少数民族」の言語を「第一言語」とする「個人の」権利であり、「少数
民族語」という集団的な権利を保障するものではない。しかし個人的なものとしての言語権、集団的な
ものとしての言語権という 2つの境界は非常に曖昧なものであるといわざるをえない（渋谷謙次郎
(2004) 139-140頁）。
28)安田は「国語」には「その歴史文化を体現するという大前提」があり、文化審議会国語分科会答申で
は「「国語」の伝統を強調し、統合原理としての「国語jが強化されている」と論じているが（安田敏明
(2007) 224頁）、「ウクライナ語の機能化に関する公聴会」における<ridna mova >の語られ方はこれと
何ら変わるところはない。
29)これらの国家では憲法、言語法により「国家語」が制定し、基幹民族語の地位を確固たるものにする
一方で「地域語少数言語欧州憲章」や「民族的少数者保護のための枠組条約」を批准し、言語的な多様
性を尊重しようとしている。しかしこれは「少数言語の保護が国語を脅かしてはならないという立場」
（小森宏美 (2004)122、133頁）といえる。



160 ウクライナ語<ridna mova :>が意味するもの

表4 マスメディアのテクストでみられる
≪ridna mova≫ が有する対立するベクトル 30)

ウクライナ語を示すもの 非ウクライナ語を示すもの

個人のもの

エスニック集団のもの

シヴィック集団のもの

第一言語

基幹民族語

国語国家語

4. 2. マスメディアのテクストにおける≪ridnamova≫ 

第一言語

少数民族語

法文及び判決文の<ridna mova >は非ウクライナ語である「少数民族」の「第一言

語」、公聴会議事録ではウクライナ語である「国語」や「国家語」と限定された意味内

容がそれぞれのテクストにおいて固定され、これら 2つの意味内容からく ridna

mova>は対立するベクトルを内包しているとした。しかし、マスメデイアのテクスト

で用いられる<ridna mova >は、言語政策に関わる文書でみられた「国家語」である

ウクライナ語と「第一言語」としての非ウクライナ語という限定的な対立に留まるもの

ではない。集団的な「少数言語話者」がその言語に「公用語」の地位を要求するもので

あったり（引用 9)、「国家語」という地位を得ているウクライナ語を示す「第一言語」

があたかも言語権を要求するかのような文脈で用いられていたりするのである（引用

8)。

マスメデイアのテクストでみられる<ridna mova >という語をめぐる意味内容の対

立は、その<ridna mova >が個人のものであるとか国家のものであるとかいうことは

殆ど問題にはならない。ここではあるテクストにおける<ridna mova >の意味内容が

別のテクストで用いられる<ridna mova >と対立するということは殆どなく、具体的

に意味するものがウクライナ語であるか、非ウクライナ語であるか、という二項対立で

しかない（表4)。

法文や公聴会議事録でみられたように行政レベルではウクライナの言語問題は「国語」

であるウクライナ語の保護、発展と「少数民族」の「第一言語」の保護というものであ

った。他方マスメデイアのテクストで用いられる<ridna mova >の意味内容は固定さ

30)ロシア語の<rodnoi iazyk >は「国語」が<rodnaia rech'>という別の語で表現されるため、ウクラ
イナ語の<ridna mova >のように 2つの明確なベクトルを有するものではない。ロシア国内で放送され
ている"RadioSbovoda"のアーカイプでくrodnaoiiazyk >の単数複数の主格及び斜格を検索しそこでの具
体的意味内容を概観したところ、国内の少数民族の「栂語」及ぴロシアを除く CIS諸国におけるロシア
人の「母語」というものが多くみられ、マジョリティーの民族語として、また「国語」「国家語」として
のロシア語という意味内容は稀であった。よって、その語の意味内容において、同じ東スラプ諸語であ
るロシア語<rodnoi iazyk >にはみられない 2つの相対するベクトルを有するという点にウクライナ語
< ridna mova >の特徴があると思われる。
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れていない。意味内容が多岐にわたるマスメディアにおける<ridna mova >の用いら

れ方は、行政が目指す「国語の保護と発展」と「少数言語の保護」とは別に、一般大衆

の理解する言語問題として、単にウクライナ語とその多くがロシア語であろう非ウクラ

イナ語という大雑把な括りに議論を戻してしまっていることを示唆しているといえよ

う。

4. 3. スルジクはく~ridna mova≫ になりうるか？

< ridna mova >をめぐってウクライナ語か非ウクライナ語かという観点からでは捉
えきれない別の論点として、ウクライナ語を意味する<ridna mova >は標準語化の度

合いという視点から異なる意味を示しうるということに触れておきたい。以下にマスメ

デイアのテクストからいくつか例として引用してみよう。引用 10の<ridna mova >は

「国語」として捉えられ、それが崩れたものとしてスルジクが位置付けられている 31)。

［引用 10]q acrnHa cypJK11KOMOBHl1X yKpalHUIB ueHTPY Ta CXOAY YKpaiHl-1, 月KlB11pllllHJil1, 

w:o IM rrpocTillle He BHIIpaBJI只rnpi,n:町， arrepeiirn Ha poci社CbKYMOBy.32) 

（ウクライナ中部・東部のスルジク話者のウクライナ人は"ridrramova"を正すより

ロシア語で話すことを選ぶ方が容易なのだ。）

ここでの<ridna mova >は「正しいもの」でなければならないことから、文法規則

にのっとりくせのないアクセントで発音される「標準ウクライナ語」を意味している。

この「標準ウクライナ語」を意味する<ridna mova >はウクライナ国民が習得すべき

ものとして肯定的に語られ、同時にそこで対比される「非標準語」である言語変種やス

ルジクに否定的なニュアンスを付与するものとなる。

一方、引用 11の<ridna mova >は「非標準語」であるスルジクを意味の範疇に含む

ものである。

［引用 11]T 6 0 TO IIOKOJIIHH月 BHpocrneB 1.¥hOMY cepe瓜OBH11.¥1,I cyp)KHK却JI只HhorocTae 
. 
pl皿010MOBOIO. 33) 

（このような環境で世代交代が進むと、スルジクが彼らの"ridnamova"になる。）

3Il中井の定義では、「スルジク」はウクライナ語とロシア語の混合を意味する（中井和夫 (1998)95頁）。
32l I'o11cbKU11 B. Mosa l!K'!IIHHIIK巾OpMyBaHHl!JIIOハllHIIi 11auii: / / YKpa'iHCbKa TipaBハa.07.05.2007. 
33)、'30XBIIJIIIH y pi31111x BIIMipax": CyplKIIK. "Pa且ioCso6o.na", 09.04.2005, 社会言語学者J1ap11caMaceHKoの発
話。
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表 5 ウクライナ語を示すく~ridna mova≫ と標準語化の程度

標準語化の程度

個人のもの 第一言語 言語変種、スルジクを含みうるもので標準

語に限定されない

エスニック集団のもの 基幹民族語

シヴィック集団のもの 国語国家語 標準語に限定される

表 6 ≪ridna mova≫ が示しうる意味内容の分類

三ご［予三三二；届f類DI非：こ且□個人のもの

エスニック集団のもの

シヴィック集団のもの 国語国家語C 標準ウクライナ語 E 

「国語」である「標準ウクライナ語」には決して含まれることのないクレオール語で

あるスルジクが<:ridna mova >の範疇に入っているため、ここでの<:ridna mova >は

言語習得理論や社会言語学で用いられる「第一言語」を意味する言語学者の視点を反映

している。しかし、このような「非標準語」を意味しうる<:ridna mova >を用いるの

は言語学者に限定され、マスメデイアのテクストでは数例しかみられなかった。

このように<:ridna mova >はウクライナ語について言及する際に限って、「国語」と

して発展させるべき「標準ウクライナ語」と「非標準語」であるスルジクをも容認しう

る「第一言語」に下位分類が可能である。この 2つの下位分類も「個人のもの」として

の「第一言語」（＝非標準語であってもよい）と「集団のもの」である「国語」（＝標準

語）という議論につながる。

しかし、言語研究を除く多くのテクストにおける<:ridna mova >の意味内容は「標

準ウクライナ語」にほぽ限定されるといえよう 34)。

4 . 4 • ≪ridna mova≫ の具体的意味内容

以上で分析した<ridna mova :>が示しうる意味内容を表6にまとめる。

< ridna mova :>というウクライナ語は表6の全ての意味内容を包含する一方で、特
定のテクストや文脈においては細分化された限定的な意味を示しうる。法文や判決文で

31)例えば公聴会議事録では次のような表現がみられた。
"CoTHi BKpa且eHIIXro八IIHy lliKOJii noTpi細 imo6 s11Tpyi"rn 3且l!Tll'IIIXroJiiB pi皿 eHapi四 JIi eTHOMOBHY 

CTIIIKICTb, HaTOMICTb BfillTII TY皿 caMOlKepCbKYMO恐yTa KOMnJieKC MeHWOBapTOcTi. (学校で費やされる［国
語教育の］莫大な時間は現地語やエスノ言語への傾倒を子供たちの先生らから拭い去り、同時にマイ
ノリティーヘの献身的なムードや固定観念をなきものにするために必要なのである） (06epe)KHO -
Mosa! C.95, Pa四 yKB.几の発言）”
太字で示した「現地語」<ridne naricchia >は<ridna mova >とー語違いであるがそれは<ridna 
mova>とは異なるものであり、「国語」である<ridna mova >が「現地語」とは異なる「標準語」でな
ければならないということを示す例であるといえよう。
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みられる意味内容は非ウクライナ語の「第一言語」 (F) に固定されていたが、公聴会

議事録ではウクライナ語を示す「国語」や「国家語」 (C) であり、この 2つの意味内

容の対立は「国語の保護」と「言語的多様性の保護」というウクライナにおける言語政

策を顕著に表すものと考えられる。これら言語政策に直接関わる文書において

< ridna mova :>は、限定的でかつ固定的な意味で用いられるが、マスメデイアのテク
ストにおいては各文脈に応じて限定的な意味で用いられているとはいえ、テクスト全体

を通してみると意味はむしろ流動的である。マスメデイアのテクストでは「基幹民族語」

(B)や「国語」 (C)、「標準語」 (E)であるウクライナ語を意味するものが多くみられ、

それゆえ<:ridna mova :>は民族の、または国家のものとして語られ、個人的なものと

いうより社会的、政治的なものとして捉えられる傾向は否定できない。一方で言語研究

に関する文脈では「非標準語」を含みうる「第一言語」 (D) というものもみられた。

しかし学術用語として用いられる<ridna mova :>が多義語であるということは、術語

として意味を限定しきれないという問題につながり、これは国勢調査の設問として用い

ることの妥当性にも直接関わっているといえる。

5. 結びにかえて

ウクライナの人々による<ridna mova >という語の解釈に関しては稿を改めて論じ

る必要があるが、<ridna mova >を回答するにあたりこの語の多義性は見過ごせない

ものである。国勢調査でく ridnamova >を問うことは、一様ではない解釈の危険性を

無視し、この概念をめぐるある一定の解釈が人々の間で共有されているということを前

提としているともいえよう。それゆえに、後の言語政策に少なからず影響を与えるであ

ろう国勢調査の<ridna mova >という設問そのものが内包する政治性を今後も批判的

に問う必要があると考える。

分析に用いた一次資料

PiIIIeHHll KoHCTMTYl¥i細oroCyAy咋 par皿 No10-prr B軌14.12.1999(ウクライナ憲法裁判所

1999年12月14日判決文］

3aKOH YKpa'iHCbKo'i PaP,l!HCbKo'i Co11iarricT11qHoi'Pecrry6niK11 "IIpo MOBM B YKpa'iHChKi社PCP"

［ウクライナ共和国における諸言語に関する法律 1989年10月28日採択］

06epeJKHO -MOBa! [『ことばにご注意！』ウクライナにおけるウクライナ語の機能化に

関する公聴会議事録]rrapnaMeHTCbKe B皿aBHMl¥TBO,2003. 

"YKpai'HcbKa IIpa取a"(http://pravda.eom.ua/) 

"Pa瓜oCBo6oP,a" (http:/ /www.radiosvoboda.org-/) 
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